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▼
違
法
な
土
砂
な
ど
の
堆
積
の
防
止

　
「
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て
貸
し
て
ほ
し

い
」、「
重
機
を
数
日
間
だ
け
置
か
せ
て
ほ
し
い
」

な
ど
と
言
葉
巧
み
に
話
を
持
ち
か
け
て
同
意
を
取

り
、
ま
た
は
同
意
を
取
ら
ず
に
、
法
令
手
続
き
を

無
視
し
て
短
期
間
に
大
量
の
土
砂
な
ど
を
堆
積
す

る
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

土
砂
を
堆
積
す
る
に
は
法
令
手
続
き
が
必
要
で

す
。
違
法
な
土
砂
な
ど
の
堆
積
が
行
わ
れ
た
場
合
、

責
任
や
撤
去
費
用
の
負
担
は
、
行
為
者
だ
け
で
な

く
、
土
地
所
有
者
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ

う
、
う
ま
い
話
が
あ
っ
て
も
安
易
に
土
地
を
貸
さ

な
い
、
定
期
的
に
土
地
を
見
回
る
な
ど
、
自
分
の

土
地
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
廃
棄
物
減
量
等
推
進
員
変
更（
敬
称
略
）

推
進
員　

小
澤　

朋
子

地
区　

幸
手
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

大
島
新
田
調
節
池
ク
リ
ー
ン
作
戦

日
時　

１
月
19
日（
日
）午
前
９
時
～
10
時
30
分

場
所　

大
島
新
田
調
節
池
サ
ッ
カ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド

※
ゴ
ミ
袋
・
軍
手
は
市
で
用
意
し
ま
す
。

※
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
自
転
車

　

な
ど
で
の
来
場
も
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

※
小
雨
決
行
で
す
。
中
止
の
場
合
は
当
日
の
午
前

　

８
時
に
防
災
行
政
無
線
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
幸
手
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
推
進
協
議
会

　

市
内
56
団
体
が
加
入
し
て
い
ま
す
。
加
入
団
体

が
協
力
し
、「
自
治
と
連
携
」の
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

く
ら
し
防
災
課　

内
線
５
８
７

第
27
回 

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン
サ
ー
ト

日
時　

12
月
10
日（
火
）午
後
０
時
20
分
～
０
時
50
分

場
所　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
１
階
ロ
ビ
ー

内
容　

コ
ー
ラ
ス
・
ア
カ
ペ
ラ

出
演　

ミ
ス
キ
ー
ズ

※
申
込
不
要
・
観
覧
無
料
。

問
合
せ　

社
会
教
育
課　

内
線
６
４
４

ピ

ア

ノ

演

奏

体

験

日
時　

12
月
21
日（
土
）、
29
日（
日
）　　
　

場
所　

ア
ス
カ
ル
幸
手（
さ
く
ら
ホ
ー
ル
）

費
用　

１
０
０
０
円（
１
時
間
）

申
込
み　

12
月
５
日（
木
）午
前
９
時
か
ら
電
話
ま

　

た
は
窓
口

問
合
せ　

ア
ス
カ
ル
幸
手
☎（
48
）０
０
４
８

☎

市 長 コラ ム

幸手市長　木村純夫

異
動
が
生
じ
た
人
は
、
届
出
な
ど
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ
た（
畑
を
駐
車
場
に

　

し
た
場
合
な
ど
）

・
家
屋（
居
宅
、
物
置
、
車
庫
、
サ
ン
ル
ー
ム
な
ど
）

　

を
新
築
、
増
築
ま
た
は
取
り
壊
し
た

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
７

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
の
申
告
受
付

申
告
受
付　

２
月
17
日（
月
）
～
３
月
14
日（
金
）

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。
３
月
２
日（
日
）は

　

午
前
中
の
み
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
３
月
17
日（
月
）の
申
告
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
部
予
約
制
を
導
入
し
ま
す
。
詳
細
は
１
月
以
降

の
広
報
さ
っ
て
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
２

税

務

署

か

ら

の

お

知

ら

せ

　

１
月
６
日（
月
）
～
２
月
14
日（
金
）は
、
春
日

部
税
務
署
内
に
確
定
申
告
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

相
談
希
望
の
人
は
、
２
月
17
日（
月
）
～
３
月

17
日（
月
）の
確
定
申
告
期
間
中
に
、
確
定
申
告
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
２
月
14
日（
金
）以
前
に
所
得
税
・
個
人
消
費
税
・

　

贈
与
税
の
申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

　

事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。
予
約
な
く
お

　

越
し
い
た
だ
い
て
も
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

※
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
入
場
整
理
券
が

　

必
要
で
す
。
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式

　

ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

　

で
の
事
前
発
行
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

問
合
せ　

春
日
部
税
務
署
☎
０
４
８（
７
３
３
）

　

２
１
１
１

今

月

の

納

税

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税        　

第
３
期

国
民
健
康
保
険
税　

                
第
６
期

介
護
保
険
料　

                    
第
６
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料          　

第
６
期

※
納
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高
不
足
な

　

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

会

計

年

度

任

用

職

員

募

集

勤
務
内
容　

一
般
事
務（
課
税
資
料
の
確
認
お
よ
び

　

整
理
、
申
告
会
場
に
お
け
る
添
付
資
料
の
作
成
補

　

助
お
よ
び
会
場
整
理
な
ど
）

募
集
人
員　

６
人

勤
務
日　

シ
フ
ト
制　

月
10
～
15
日
程
度

勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分（
う

　

ち
６
時
間
）

期
間　

１
月
14
日
～
３
月
31
日

※
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
窓
口
で
配

　

布
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
２

固
定
資
産
税
に
関
す
る
ご
連
絡
の
お
願
い

　

令
和
７
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
令
和
７
年
１
月

１
日
現
在
の
状
況
を
基
に
課
税
し
ま
す
。
令
和
６
年

12
月
末
日
ま
で
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
土
地
・
家
屋
の

環

境

課

か

ら

の

お

知

ら

せ

▼
枯
草
・
枯
枝
の
管
理
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

　

土
地
の
維
持
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
は
所
有

者
の
責
務
で
す
。
放
置
し
て
い
る
と
、
近
所
の
人

や
歩
行
者
に
迷
惑
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

乾
燥
す
る
時
季
は
、
雑
草
・
雑
木
が
枯
れ
て
燃

え
や
す
く
な
り
、
火
災
の
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

※
撤
去
し
た
枝
草
は
適
切
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ご
自
身
で
処
理
が
で
き
な
い
場
合
は
、
業
者
に

　

依
頼
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

▼
河
川
な
ど
の
異
常
水
質
事
故
防
止
に
ご
協
力
を

　

年
末
の
大
掃
除
な
ど
の
際
に
、
不
要
な
塗
料
や

油
、
農
薬
な
ど
の
取
り
扱
い
は
十
分
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
事
故
対
応
の
費
用
は
、
事
故
原
因
者
の

負
担
と
な
り
ま
す
。

　

異
常
水
質
事
故
を
見
つ
け
た
場
合
に
は
、
速
や

か
に
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所（
☎
０
４
８
０（
34
）

４
０
１
１
）ま
た
は
環
境
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

幸

手

市

し

あ

わ

せ

家

族

ウ

ェ

ル

カ

ム

補

助

金

　

40
歳
未
満
の
若
者
夫
婦
世
帯
が
当
市
へ
転
入

し
、
初
め
て
住
宅
を
取
得
さ
れ
た
場
合
、
住
宅
取

得
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
額　

住
宅（
建
物
本
体
）の
取
得
価
格（
税
抜
き
）

　

の
５
％
（
上
限
10
万
円
）

申
請
受
付
期
間　

１
月
６
日（
月
）
～
27
日（
月
）

※
申
請
総
額
が
予
算
額
を
超
過
し
た
場
合
、
抽
選

　

に
よ
り
交
付
候
補
者
を
決
定
し
ま
す
。

※
世
帯
要
件
・
住
宅
要
件
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

政
策
課 

内
線
２
４
２

児

童

扶

養

手

当

の

改

正

　

令
和
６
年
11
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当
法
な
ど
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
所
得
限
度
額
と

第
３
子
以
降
の
加
算
額
が
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

令
和
７
・
８
年
度
入
札
参
加

資

格

審

査

申

請

の

受

付

　　

幸
手
市（
水
道
事
業
を
含
む
）競
争
入
札
に
参
加

を
希
望
す
る
業
者
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の

受
付
を
つ
ぎ
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

対
象　
「
維
持
管
理
等
」、「
物
品
供
給
等
」

受
付　

１
月
14
日（
火
）
～
31
日（
金
）

※
郵
送
受
付
の
み
。

有
効
期
間　

令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和
９
年
３

　

月
31
日

※
申
請
書
類
な
ど
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

契
約
管
財
課　

内
線
２
６
４

教
育
委
員
会
の
事
務
に
関
す
る

点

検
・

評

価

報

告

書

　

市
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
事
務
の
管
理
お
よ

び
執
行
状
況
に
つ
い
て
、
点
検
・
評
価
結
果
を
ま

と
め
た
報
告
書
を
作
成
し
ま
し
た
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

教
育
総
務
課　

内
線
６
２
２

人

権

尊

重

社

会

を

め

ざ

す

県

民

運

動

強

調

週

間

　　

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は「
人
権
尊
重
社
会

を
め
ざ
す
県
民
運
動
強
調
週
間
」で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
人
権
に
つ
い
て
考
え
、
行
動
す

る
き
っ
か
け
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

人
権
推
進
課　

内
線
１
６
２   

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
の
改
正

　

５
業
種
の
埼
玉
県
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
の

時
間
額
が
つ
ぎ
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。

・
非
鉄
金
属
製
造
業　
　
　

／
１
０
９
８
円

・
電
子
部
品
等
製
造
業　
　

／
１
１
０
５
円

・
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
／
１
１
０
２
円

・
光
学
機
械
器
具
等
製
造
業
／
１
１
１
４
円

・
自
動
車
小
売
業　
　
　
　

／
１
０
８
９
円

問
合
せ　

埼
玉
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
☎
０

　

４
８（
６
０
０
）６
２
０
５

「健康づくりとまちづくり」
～市民の一生に寄り添う都市政策～
　世界遺産・国宝姫路城を有する姫路市で開
催された「全国都市問題会議」に、10 月 17 日、
18 日参加しました。人口減少・少子高齢化の
急速な進行に伴うあらゆる課題に「待ったな
し！」での適切な対応・対策が喫緊の要務と
なっている今、市民の健康づくりへの支援は、
最重要課題であり、地域の実情、時代の変化
に合致した取り組みが求められています。
　私がとくに印象に残ったことをまとめてみ
ました。
①自治体が市民の健康づくりに果たすべき
　範囲は一生で、一人ひとりの健康的な生
　活に一生寄り添うパートナー
②健康づくりのキーワード
　ア .人生百年時代の幸齢社会づくり　
　イ .健康がまちの活力を生み出す
　ウ . 居心地が良く歩きたくなるまちづく
　　　り（安心・安全）
　エ.健やかな暮らしは体の健康と心の健康、
　　　人や社会との良好なつながりから
　これらを「健康日本 21 幸手計画（第 4 次）」
に如何に魂を入れるかが要諦です。

ま ち の 見 守 り 活 動 隊 大 募 集！

　ドライブレコーダーを「動く防犯カメラ」として活用し、犯罪の

起こりにくい安全で安心なまちづくりを目指すため、「まちの見守

り活動隊」を募集中です。

　活動にご協力いただける人には、幸手市オリジナルさっちゃん

ステッカーを配布しています。

　詳細は右記 QR コードをご覧く

ださい。

問合せ　くらし防災課　内線 588


